
 

 

 

令和８年５月８日 

お客さま各位 

 

一部店舗における窓口昼休業導入について 

 

  平素より信用組合広島商銀をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

 信用組合広島商銀（理事長 井上 一成）は、地域の特性や店舗環境に応じて、効率的な店舗運営

による金融サービスの維持を図ることを目的に、一部の店舗で昼休業を導入いたします。 

  対象店舗において窓口が休業となる時間帯がございますが、店舗内ＡＴＭコーナーは昼休業中  

 もこれまでどおりご利用いただけます。 

  お客様には大変ご不便をおかけしますが、一層のお客様サービスの向上に努めてまいりますの

で、何とぞご理解賜りますようお願い申しあげます。 

 

記 

 

１．対象店舗 

 

店舗名 住所 電話番号 

下関支店 下関市秋根西町１丁目７番１０号 ０８３－２６３－１２００ 

徳山支店 周南市毛利町３丁目１５番１ ０８３４－２２－３３３６ 

山口支店 山口市葵１丁目４番７７号 ０８３－９３２－１５５０ 

高知支店 高知市北本町３丁目１０番４８号 ０８８－８８４－１１１１ 

 

              

 

２．窓口営業時間の変更内容 

 

変更前 変更後 

９：００～１５：００ 
９：００～１１：３０ 

１２：３０～１５：００ 

※１１：３０～１２：３０は昼休業となりますので、ロビー入り口のシャッターを閉めさせて

いただきます。 

 

※昼休業中のお電話によるお問い合わせは、引き続き各店舗にて対応いたします。 

 

 

 

以 上 
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本件に関するお問い合わせ先 

総合企画部 ０８２－２４４－３１５２ 


